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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平方向の加速度と、鉛直方向の加速度を取得する加速度取得手段と、
　前記水平方向及び前記鉛直方向の各加速度をもとにユーザの活動状態を類別する行動判
別手段と、を備え、
　前記加速度取得手段は、前記水平方向の加速度と前記鉛直方向の加速度を計測する３軸
加速度センサであって、
　前記行動判別手段は、前記ユーザの活動状態を類別するときに、前記水平方向及び前記
鉛直方向の加速度の大きさの比を参照し、
　前記行動判別手段は、
　前記水平方向の加速度及び前記鉛直方向の加速度から得られる３軸合成加速度が第１の
所定値未満であり、前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が１未満である場
合に、ユーザの活動状態が「座位」の状態にあると判定し、前記水平方向の加速度／前記
鉛直方向の加速度の値が１以上の場合、ユーザの活動状態が「立位」の状態にあると判断
し、
　前記３軸合成加速度が第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値以上である場合に
、ユーザの活動状態が「運動」の状態であると判断し、
　前記３軸合成加速度が第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値未満である場合で
あって、さらに前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５以上の場合、ユー
ザの活動状態が「家事活動」の状態であると判断し、前記水平方向の加速度／前記鉛直方
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向の加速度の値が５未満の場合、ユーザの活動状態が「歩行」であると判断する
ことを特徴とする行動判定装置。
【請求項２】
　水平方向の加速度と、鉛直方向の加速度を取得する加速度取得手段と、
　前記水平方向及び前記鉛直方向の各加速度をもとにユーザの活動状態を類別する行動判
別手段と、
　前記水平方向の角速度と前記鉛直方向の角速度とを取得する角速度取得手段とを備え、
　前記加速度取得手段は、前記水平方向の加速度と前記鉛直方向の加速度を計測する３軸
加速度センサであって、
　前記行動判別手段は、前記ユーザの活動状態を類別するときに、前記水平方向及び前記
鉛直方向の加速度の大きさの比を参照し、
　前記行動判別手段は、前記角速度取得手段が取得した角速度を、ユーザの活動状態の類
別の処理に反映させ、
　前記行動判別手段は、
　前記水平方向の加速度及び前記鉛直方向の加速度から得られる３軸合成加速度が第１の
所定値未満であり、前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が１未満である場
合に、ユーザの活動状態が「座位」の状態にあると判定し、
　前記３軸合成加速度が前記第１の所定値未満であり、前記水平方向の加速度／前記鉛直
方向の加速度の値が１以上の場合、ユーザの活動状態が「立位」の状態にあると判断し、
　前記３軸合成加速度が前記第１の所定値以上であり、第２の所定値以上である場合に、
ユーザの活動状態が「運動」の状態であると判断し、
　前記３軸合成加速度が前記第１の所定値以上であり、前記第２の所定値未満である場合
であって、さらに前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であってか
つ前記水平方向の角速度の変動係数が１未満である場合に、ユーザの活動状態が「歩行」
であると判断し、
　前記３軸合成加速度が前記第１の所定値以上であり、前記第２の所定値未満である場合
であって、さらに前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であってか
つ前記水平方向の角速度の変動係数が１未満である場合の条件を満たさず、かつ、前記水
平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であって前記鉛直方向の角速度の変
動係数が１以上である場合に、ユーザの活動状態が「デスクワーク」の状態であると判断
し、
　前記３軸合成加速度が前記第１の所定値以上であり、前記第２の所定値未満である場合
であって、さらに前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であってか
つ前記水平方向の角速度の変動係数が１未満である場合の条件を満たさず、かつ、前記水
平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であって前記鉛直方向の角速度の変
動係数が１以上である場合の条件を満たさない場合に、ユーザの活動状態が「日常活動動
作」の状態であると判断する
　ことを特徴とする行動判定装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、行動判定装置及び行動判定方法に係り、ユーザの行動や活動、動作等の種類
を類別して活動量を推定する行動判定装置及び行動判定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より生活習慣病の予防及び改善について、その重要性が様々な場面で喚起されてき
たが、近年特に具体的なデータや指標をもとに様々な取り組みが実施されるようになって
きた。厚生労働省による「健康づくりのための運動基準２００６」において、生活習慣病
の予防策として日常の生活活動を含む３ＭＥＴ（Metabolic Equivalent）ｓ以上の身体活
動を１日およそ６０分行うことが推奨されており、日常生活活動量の評価の確立がこれま
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で以上に求められるようになっている。
【０００３】
　標準的な体型の日本人の場合、１日の総エネルギ消費量の内訳のうち基礎代謝量６０％
、食事誘発性体熱産生１０％という値はほぼ決まっていると言われている。また、ある研
究結果によると、１日の総エネルギ消費量の個人差が生まれる原因は家事活動を含む運動
以外の身体活動（Nonexercise activity thermogenesis；ＮＥＡＴ）と呼ばれる部分であ
り、実に総エネルギ消費量の２０～３０％を占め、個人差±２００～３００ｋｃａｌとな
り、身体活動レベルの大きな個人差を生む原因となっている。
【０００４】
　現在、１日の身体活動量を評価する手段として、例えば、加速度計を用いた活動量計が
ある。活動量計は、各行動の身体活動強度ＭＥＴｓ、活動時間、消費エネルギを推定する
ことができる。そして、その推定の精度を向上させた技術が提案されている（例えば、特
許文献１参照）。特許文献１に開示の技術では、ユーザの運動強度を精度良く計測する目
的で、３軸加速度計を備えた運動量計測装置が用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２０４４４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特許文献１に開示の技術では、加速度の大きさから単位時間毎の消費エネル
ギは推定できるが、その活動の種類までは把握できないという課題があった。また、活動
の種類が把握できないため、一日のおける消費エネルギの推定や、活動（行動）の状態が
把握できなかった。つまり、日常生活の中でどのような活動が高い消費エネルギを生むか
分からず、１日の生活活動の改善につながりにくかった。
【０００７】
　本発明は以上のような状況に鑑みなされたものであって、その目的は、ユーザの活動の
種類を類別して活動量を計測できる技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る装置は、行動判定装置に関する。この行動判定装置は、水平方向の加速度
と、鉛直方向の加速度を取得する加速度取得手段と、前記水平方向及び前記鉛直方向の各
加速度をもとにユーザの活動状態を類別する行動判別手段と、を備え、前記加速度取得手
段は、前記水平方向の加速度と前記鉛直方向の加速度を計測する３軸加速度センサであっ
て、前記行動判別手段は、前記ユーザの活動状態を類別するときに、前記水平方向及び前
記鉛直方向の加速度の大きさの比を参照し、前記行動判別手段は、前記水平方向の加速度
及び前記鉛直方向の加速度から得られる３軸合成加速度が第１の所定値未満であり、前記
水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が１未満である場合に、ユーザの活動状態
が「座位」の状態にあると判定し、前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が
１以上の場合、ユーザの活動状態が「立位」の状態にあると判断し、前記３軸合成加速度
が第１の所定値以上であり、かつ、第２の所定値以上である場合に、ユーザの活動状態が
「運動」の状態であると判断し、前記３軸合成加速度が第１の所定値以上であり、かつ、
第２の所定値未満である場合であって、さらに前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加
速度の値が５以上の場合、ユーザの活動状態が「家事活動」の状態であると判断し、前記
水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満の場合、ユーザの活動状態が「歩
行」であると判断する。
　本発明に係る別の行動判定装置は、水平方向の加速度と、鉛直方向の加速度を取得する
加速度取得手段と、前記水平方向及び前記鉛直方向の各加速度をもとにユーザの活動状態
を類別する行動判別手段と、前記水平方向の角速度と前記鉛直方向の角速度とを取得する
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角速度取得手段とを備え、前記加速度取得手段は、前記水平方向の加速度と前記鉛直方向
の加速度を計測する３軸加速度センサであって、前記行動判別手段は、前記ユーザの活動
状態を類別するときに、前記水平方向及び前記鉛直方向の加速度の大きさの比を参照し、
前記行動判別手段は、前記角速度取得手段が取得した角速度を、ユーザの活動状態の類別
の処理に反映させ、前記行動判別手段は、前記水平方向の加速度及び前記鉛直方向の加速
度から得られる３軸合成加速度が第１の所定値未満であり、前記水平方向の加速度／前記
鉛直方向の加速度の値が１未満である場合に、ユーザの活動状態が「座位」の状態にある
と判定し、前記３軸合成加速度が前記第１の所定値未満であり、前記水平方向の加速度／
前記鉛直方向の加速度の値が１以上の場合、ユーザの活動状態が「立位」の状態にあると
判断し、前記３軸合成加速度が前記第１の所定値以上であり、第２の所定値以上である場
合に、ユーザの活動状態が「運動」の状態であると判断し、前記３軸合成加速度が前記第
１の所定値以上であり、前記第２の所定値未満である場合であって、さらに前記水平方向
の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であってかつ前記水平方向の角速度の変動
係数が１未満である場合に、ユーザの活動状態が「歩行」であると判断し、前記３軸合成
加速度が前記第１の所定値以上であり、前記第２の所定値未満である場合であって、さら
に前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であってかつ前記水平方向
の角速度の変動係数が１未満である場合の条件を満たさず、かつ、前記水平方向の加速度
／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であって前記鉛直方向の角速度の変動係数が１以上
である場合に、ユーザの活動状態が「デスクワーク」の状態であると判断し、前記３軸合
成加速度が前記第１の所定値以上であり、前記第２の所定値未満である場合であって、さ
らに前記水平方向の加速度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であってかつ前記水平方
向の角速度の変動係数が１未満である場合の条件を満たさず、かつ、前記水平方向の加速
度／前記鉛直方向の加速度の値が５未満であって前記鉛直方向の角速度の変動係数が１以
上である場合の条件を満たさない場合に、ユーザの活動状態が「日常活動動作」の状態で
あると判断する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、活動の種類を類別して活動量を計測できる技術を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の実施形態に係る、行動判定計の概略外観を示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る、行動判定計の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図３】身体活動レベル別に見た活動内容と活動時間の代表的な例を示したテーブルであ
る。
【図４】第１の実施形態に係る、肥満活動指数と身体活動レベルの関係を示したテーブル
の例である。
【図５】第１の実施形態に係る、行動判定計の表示部に表示される活動状態の構成比、身
体活動レベル、及び肥満活動指数の表示例を示した図である。
【図６】第１の実施形態に係る、ユーザの消費エネルギをグラフにして表示させた例を示
している。
【図７】第１の実施形態に係る、行動判定計における加速度の計測及び動作の判定処理を
示したフローチャートである。
【図８】第１の実施形態に係る、ユーザに対して活動状態の履歴を表示する動作を示すフ
ローチャートである。
【図９】第２の実施形態に係る、行動判定計と連携して機能する管理用コンピュータやア
プリケーションサーバ及び体組成計が接続された状態を示した図である。
【図１０】第３の実施形態に係る、５種類の活動状態における加速度センサと角速度セン
サの計測結果を時系列に示した図である。
【図１１】第３の実施形態に係る、歩行時及び走行時に進行ピッチと加速度センサの出力
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の計測例を示した図である。
【図１２】第３の実施形態に係る、歩行時及び走行時における推定消費エネルギと実測消
費エネルギの関係を示したグラフである。
【図１３】第３の実施形態に係る、デスクワークと座位（安静）の測定結果を時系列連続
して示した図である。
【図１４】第３の実施形態に係る、行動判定計の概略構成を示す機能ブロック図である。
【図１５】第３の実施形態に係る、行動判定計における加速度の計測及び動作の判定処理
を示したフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　つぎに、本発明を実施するための最良の形態（以下、単に「実施形態」という）を、図
面を参照して具体的に説明する。
【００１２】
　＜第１の実施形態＞
　図１は、本実施形態に係る行動判定計１０の概略外観を示す図である。図１（ａ）は、
表示部１５に何も表示されていない状態を示しており、図１（ｂ）～（ｄ）は、後述する
判定結果を表示した状態を示している。また、図２は、行動判定計１０の概略構成を示す
機能ブロック図である。行動判定計１０は、３軸方向の加速度を測定できる加速度センサ
２０（３軸加速時計）を備えており、この加速度センサ２０を用いることによって、水平
方向の加速度と鉛直方向の加速度を測定し、測定結果をもとにユーザの活動の種類を類別
し、活動量の推定精度を向上させる。
【００１３】
　特に、本実施形態では、水平方向の加速度の大きさと鉛直方向の加速度の大きさの比（
「水平／鉛直成分比」という。）を算出することにより、ユーザの行動状態（「活動状態
」ともいう）を、「座位」「立位」「歩行」「運動」「家事活動」の５種類に類別する。
具体的な類別処理については後述するが、まず、行動判定計１０は、加速度の大きさが第
１の所定値より小さいときに比較的低い強度の活動状態と判断し、さらに水平／鉛直成分
比をもとに活動状態を「座位」または「立位」に類別する。つづいて、加速度の大きさが
第１の所定値と第２の所定値の間にあるときに、行動判定計１０は、中程度の強度の活動
状態であると判断し、さらに水平／鉛直成分比をもとに活動状態が「家事活動」または「
歩行」に類別する。さらにまた、加速度の大きさが第２の所定値より大きいときには、行
動判定計１０は活動状態を「運動」に類別する。なお、類別の種類については、上記の５
種類に限る趣旨ではない。
【００１４】
　そして、上述の行動状態の類別結果をもとに、１日の総消費エネルギや、行動の種類毎
の活動時間、各行動による時間内訳を表示する。また、加齢に伴い身体活動の質的な変化
が生じることから（恒吉ら、日本体力医学会２００４）、各年代の標準的な行動パターン
と比較して、活動年齢を算出しユーザに提示する。さらに、肥満者と非肥満者とでは１日
の行動パターンに占める座位及び立位の各姿勢状態の割合が異なることから、座位、立位
、家事活動、歩行といった行動を判別して、ユーザの行動パターンが肥満体型の人の行動
パターンに対してどの程度近似しているかを肥満活動指数として提示する。
【００１５】
　ここで肥満活動指数について説明する。肥満活動指数は、身体活動レベル（１日総消費
エネルギ量／基礎代謝；ＰＡＬ）に応じて算出する。図３は、「個人の身体活動レベル」
別に見た活動内容と活動時間の代表的な例を示したテーブルである。このテーブルは、年
齢が１５～６９歳のケースの平均的なデータを示している。「個々の活動の分類」につい
ては、５種類に分類しており、各分類中の括弧内の数字は、睡眠状態の基礎代謝を「１」
としたときの、各分類における代謝値を示している。そして、各活動の分類の時間が、３
種類の個人の身体活動レベル別について示されている。例えば、「個人の身体活動レベル
」が「普通（II）」の場合、日常生活の内容として、「座位中心の仕事だが、職場内での
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移動や立位での作業・接客等、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツ等のいずれか
を含む」活動である旨を示している。さらに、普通（II）の場合の「個々の活動」の分類
について例示すると、「睡眠時間」（ＰＡＬ＝１．０）が７～８時間、「長時間持続可能
な運動・労働など中強度の活動（普通歩行を含む）」（ＰＡＬ＝４．５：３．０～５．９
）が２時間である旨を示している。そして、「個々の活動の分類」における代謝値とそれ
ら各分類の時間との関係から「個人の身体活動レベル」が「低い（I）」「普通（II）」
「高い（III）」に分類され、各ＰＡＬ値は、１日の平均値として、それぞれ１．５０（
１．４０～１．６０）、１．７５（１．６０～１．９０）、２．００（１．９０～２．２
０）となっている。
【００１６】
　そして、ユーザの各行動（座位、立位、家事活動、運動など）の時間とそれぞれの行動
の代謝値から身体活動レベルを算出し、算出結果より肥満活動指数を１０段階で算定する
。肥満活動指数は大きいほど肥満体型の人のパターンを示し、肥満になりやすいことを示
している。図４は、肥満活動指数と身体活動レベルの関係を示したテーブルの例である。
図示のような基準に基づいて、肥満活動指数が算出される。例えば、身体活動レベルが「
１．７５」の場合、肥満活動指数は３になり、身体活動レベルが「１．２５」の場合、肥
満活動指数は「８」になる。また、図５（ａ）及び（ｂ）は、活動状態の構成比、身体活
動レベル、及び肥満活動指数の表示例を示しており、ここでは、（ａ）が身体活動レベル
「１．７５」であり（ｂ）が身体活動レベル「１．２５」である。なお、図５や後述の図
６においては、睡眠状態については表示していないが、当然に、睡眠状態について表示さ
れてもよい。また、「歩行」と「立位」が一緒になっているが、当然個々に表示されても
よい。
【００１７】
　図２の説明に戻り、行動判定計１０の詳細について説明する。行動判定計１０は、主制
御部１１と、演算部１２と、記憶部１３と、操作部１４と、表示部１５と、入出力インタ
フェイス１６と、加速度センサ２０と、判定部３０と、を備えて構成されている。ここで
、主制御部１１は、行動判定計１０の各構成要素を統括的に制御する。操作部１４は、ボ
タンなどのユーザインタフェイスであって、ユーザによる操作を受け付ける。操作部１４
による操作を受けると、主制御部１１が各構成要素と協働して後述する各種の処理を実行
する。表示部１５は、液晶パネル等の表示手段であり、図１（ｂ）～（ｄ）のように測定
結果や判定内容を表示する。図１（ｂ）は、５種類の活動について、当日の活動時間（分
）、消費エネルギ（ｋｃａｌ）が表示されている。また、図１（ｃ）には、ユーザの活動
年齢が示されており、図示では「４５歳」と判定された旨が表示されている。図１（ｄ）
には、肥満活動指数が「７」と判定された旨が表示されている。また、図６（ａ）及び（
ｂ）は、ユーザの消費エネルギをグラフにして表示させた例を示している。図６（ａ）は
、１日の総消費エネルギの割合（構成比）を示しており、また、図６（ｂ）は１日の総消
費エネルギの割合の推移を示している。どのような表示態様をとるかは、行動判定計１０
の演算部１２や記憶部１３、表示部１５等の処理能力に応じて適宜選択されればよい。
【００１８】
　入出力インタフェイス１６は、パーソナルコンピュータや携帯電話等の外部機器と通信
接続する。この通信接続は、有線無線を問わず、例えば、ＵＳＢ（Universal Serial Bus
）インタフェイスによる接続であったり、赤外線通信による接続であったり、ブルートゥ
ース（登録商標）による接続であってもよい。なお、行動判定計１０が、外部機器と連携
しない場合は、入出力インタフェイス１６は不要となる。外部機器と連携する構成及び動
作については、第２の実施形態で後述する。
【００１９】
　加速度センサ２０は、Ｘ軸加速度センサ２１、Ｙ軸加速度センサ２２、Ｚ軸加速度セン
サ２３を備え３軸加速度計を構成しており、３軸方向の加速度を所定のサンプリング周期
で計測する。なお、本実施形態では、水平方向と鉛直方向の各加速度を利用する。そして
、水平方向の加速度は、加速度センサ２０において算出されて主制御部１１に出力されて
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もよいし、主制御部１１を介して出力された加速度センサ２０のデータをもとに演算部１
２が算出してもよい。本実施形態では、演算部１２が水平方向の加速度を算出するものと
する。また、測定結果は、加速度センサ２０においてデジタル変換され、必要に応じて増
幅処理がなされ主制御部１１に出力される。
【００２０】
　演算部１２は、ＣＰＵ（中央演算装置）等のＬＳＩ（大規模集積回路）で構成され、水
平方向及び鉛直方向の各加速度の大きさと、それらの加速度の大きさから合成加速度の大
きさを算出する。以下、便宜的に、水平方向の加速度の大きさを「水平成分加速度Ａｈ」
といい、鉛直方向の加速度の大きさを「鉛直成分加速度Ａｖ」という。なお、本実施形態
では、加速度センサ２０の各サンプリングの出力値が所定の閾値を超えたときに、上下方
向または水平方向へのユーザの動きがなされたと判断し、鉛直成分加速度Ａｖまたは水平
成分加速度Ａｈとして１カウントだけインクリメントする。つまり、鉛直成分加速度Ａｖ
または水平成分加速度Ａｈの大きさを、カウント値によって代表している。また、所定の
閾値は、加速度センサ２０の仕様により異なり、適宜設定すればよい。当然に、ＣＰＵ等
の処理負荷やコスト、消費電力に関して所望の性能・仕様を実現できるようであれば、加
速度センサ２０の各サンプリングの出力値に応じた加速度値が算出されて利用されてもよ
い。
【００２１】
　さらに、記憶部１３は、ＲＯＭやＲＡＭ等のメモリであり、演算部１２の算出処理のた
めに、所定期間だけ加速度センサ２０の計測結果を保持する機能と、後述の判定部３０に
よる判定結果を蓄積する。また、記憶部１３は、図３に示したような、各種判定の基準と
なる基準データを保持する。図３では、年齢が１５～６９歳のユーザを対象とした、身体
活動レベルが３種類のテーブルであった。基準データとして、このテーブルを全年代、全
体型、男女とも共通に使用されてもよいし、さらに、年代別パターン、体型別パターン（
肥満者パターン、標準体型者パターン等）に細分化された基準データが使用されてもよい
。その場合、行動判定計１０の使用開始のときに、ユーザが自己の年齢、体型、性別を入
力して設定する構成とする。
【００２２】
　判定部３０は、ＣＰＵ等のＬＳＩやメモリ、任意のプログラムにより実現され、行動判
別部３１と、活動年齢算出部３２と、肥満活動指数算出部３３と、活動量算出部３４とを
備えている。行動判別部３１は、記憶部１３に記憶されている水平成分加速度Ａｈや鉛直
成分加速度Ａｖの所定期間（例えば、直前の１０秒）のデータをもとに、３軸合成加速度
Ａｔｏｔａｌと、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖを算出し、算出結果から後述の図７のフロ
ーチャートに従い、ユーザの活動を「座位」「立位」「歩行」「運動」「家事活動」の５
種類に類別し、記憶部１３に記憶し判定履歴データとして蓄積する。
【００２３】
　活動量算出部３４は、記憶部１３に蓄積されているユーザの活動の状況をもとに、活動
の種類毎の所定期間の積算時間、活動の種類の割合、消費エネルギを算出する。算出結果
は、図１（ｂ）に示したように必要に応じて表示部１５に表示される。消費エネルギは、
総消費エネルギだけでなく、各活動のエネルギも算出される。さらに、実際の積算時間に
おける消費エネルギだけでなく、１日の推定消費エネルギが算出されてもよい。また、活
動量算出部３４は、１日毎に、上述の活動の種類の割合、消費エネルギを算出結果を消費
エネルギ履歴データとして記憶部１３に蓄積する。
【００２４】
　活動年齢算出部３２は、記憶部１３に蓄積されている消費エネルギ履歴と基準データを
比較して、ユーザの行動がどの年代の行動パターンに相当するかを算定する。この算定は
、例えば、ユーザの指示に基づいてなされ、算定結果は、図１（ｃ）に示したように表示
部１５に表示される。
【００２５】
　肥満活動指数算出部３３は、記憶部１３に蓄積されている消費エネルギ履歴と基準デー
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タをもとに、ユーザの行動パターンが肥満者パターンに対してどの程度近いパターンであ
るかを肥満活動指数として算定する。算定結果は、図１（ｄ）に示したように表示部１５
に表示される。
【００２６】
　以上の構成による、行動判定計１０の動作について図７及び図８のフローチャートをも
とに説明する。図７は、行動判定計１０における加速度の計測及び動作の判定処理を示し
ている。行動判定計１０がオンの状態において、主制御部１１は、加速度センサ２０（Ｘ
軸加速度センサ２１、Ｙ軸加速度センサ２２、Ｚ軸加速度センサ２３）の計測したデータ
を読み込み、記憶部１３に保持する（Ｓ１０）。
【００２７】
　つづいて、演算部１２が、所定の期間の計測データに基づいて水平成分加速度Ａｈ、鉛
直成分加速度Ａｖ、３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌを算出する（Ｓ１２）。そして、行動判
別部３１が、その算出結果をもとに、３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが１００カウント未満
であるか否かを判断する（Ｓ１４）。３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが１００カウント未満
の場合（Ｓ１４のＹ）、行動判別部３１は、比較的軽度の活動状態であると判断し、さら
に、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖを算出し、その値が１未満であるか否かを判断する（Ｓ
１６）。水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが１未満である場合（Ｓ１６のＹ）、ユーザの活動
において上下動が少ないことを示しており、行動判別部３１は、ユーザの活動状態が「座
位」の状態にあると判定する（Ｓ１８）。また、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが１以上で
ある場合（Ｓ１６のＮ）、ユーザの活動状態が「立位」の状態にあると判断する（Ｓ２０
）。
【００２８】
　Ｓ１４のステップにおいて、３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが１００カウント以上である
と判断された場合（Ｓ１４のＮ）、行動判別部３１は、３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが２
００未満であるか否かを判断する（Ｓ２２）。３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが２００カウ
ント以上である場合（Ｓ２２のＮ）、行動判別部３１は、ユーザの活動状態がランニング
などの「運動」の状態であると判断する（Ｓ２４）。３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが２０
０カウント未満である場合（Ｓ２２のＹ）、行動判別部３１は、水平／鉛直成分比Ａｈ／
Ａｖが５未満であるか否かを判断する（Ｓ２６）。水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５以上
の場合（Ｓ２６のＮ）、行動判別部３１は、ユーザの活動状態が「家事活動」の状態であ
ると判断する（Ｓ２８）。また、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５未満の場合（Ｓ２６の
Ｙ）、行動判別部３１はユーザの活動状態が「歩行」であると判断する（Ｓ３０）。
【００２９】
　そしてＳ１８、Ｓ２０、Ｓ２４、Ｓ２８、Ｓ３０の処理において判定結果が出ると、行
動判別部３１の判定結果を、日付及び時刻情報に関連づけて記憶部１３に判定履歴データ
として記憶し蓄積する（Ｓ３２）。
【００３０】
　図８は、ユーザに対して活動状態の履歴を表示する動作を示すフローチャートである。
まず、行動判定計１０の主制御部１１が、表示のための操作指示を操作部１４によりユー
ザから取得する（Ｓ５０）。
【００３１】
　すると、活動量算出部３４が記憶部１３に蓄積されている判定履歴データをもとに、各
活動の消費エネルギの算出、各活動の累積時間、活動時間の種類別構成比を算出する（Ｓ
５２）。なお、前日に前述の算出の処理がなされていない場合、例えば、行動判定計１０
がオンしたときに、活動量算出部３４が算出して記憶部１３に記録し蓄積してもよい。
【００３２】
　つぎに、活動量算出部３４は、記憶部１３に記憶されている、各種の活動パターン（年
代別パターンや肥満者パターン）を読み込む（Ｓ５４）。
【００３３】
　つづいて、活動年齢算出部３２は、算出された各活動の消費エネルギの算出し、各活動
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の累積時間と、活動時間の種類別構成比と、記憶部１３から読み込んだ年代別パターンと
を比較して、ユーザの活動状態がどの年代のパターンに近いかを判断し、ユーザの活動年
齢として算出する（Ｓ５６）。
【００３４】
　さらに、肥満活動指数算出部３３が、肥満者パターンと比較して、ユーザの活動状態が
、肥満者の活動パターンにどの程度近いかを肥満活動指数として算出する（Ｓ５８）。な
お、上述の通り、行動判別部３１における判定結果は時刻情報を含んでいる。活動年齢の
算出や肥満活動指数の算出の際に、判定結果がない時刻については、ユーザの行動の種別
を推定する処理がなされてもよい。例えば、ユーザが睡眠していると想定される時刻のデ
ータとして、身体活動レベルの値として「ＰＡＬ＝１」が使用されてもよい。
【００３５】
　そして、活動年齢算出部３２及び肥満活動指数算出部３３による算出処理が終了すると
、主制御部１１は、図１（ｂ）～（ｄ）や図５等に示したように算出結果を表示部１５に
表示するとともに（Ｓ６０）、算出結果を記憶部１３に記憶する（Ｓ６２）。表示可能な
算出結果は、上述したように、算出された各活動の消費エネルギの算出、各活動の累積時
間、活動時間の種類別構成比、活動年齢、肥満活動指数であり、それぞれ、算出結果が単
独で表示されてもよいし、全ての項目が１度に表示されてもよい。さらに、典型的なパタ
ーン（標準的パターンや肥満パターン、目標とすべきパターンなど）とともに表示されて
もよい。
【００３６】
　以上、本実施形態のような構成及び動作の行動判定計１０によると、ユーザの活動状態
がより正確に把握することができる。さらに、ユーザに対して、ユーザの活動状態が、ど
のようなパターンに属するかを提示することができる。これによって、ユーザは、自分の
活動状態を的確に把握することができる。
【００３７】
　＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、行動判定計１０が単独で機能する状態について説明した。本実施
形態では、行動判定計１０の測定結果を、パーソナルコンピュータやネットワーク上のア
プリケーション上、さらに、体組成計で利用するケースについて説明する。
【００３８】
　図９は、行動判定計１０と連携して機能する管理用コンピュータ５０やアプリケーショ
ンサーバ４０及び体組成計７０が接続された状態を示した図である。行動判定計１０は、
計測データを管理用コンピュータ５０やアプリケーションサーバ４０、体組成計７０に送
信する。そして、ユーザは、管理用コンピュータ５０やアプリケーションサーバ４０、体
組成計７０がそれぞれ備える所定の健康管理用アプリケーションを起動して、第１の実施
形態で行動判定計１０が実現した機能と同様の機能を利用する。
【００３９】
　まず、管理用コンピュータ５０と行動判定計１０の連携について説明する。行動判定計
１０の構成は、第１の実施形態と同様である。そして、入出力インタフェイス１６は、Ｕ
ＳＢインタフェイスを備えており、ＵＳＢ規格に基づいて外部機器と通信可能になってい
る。
【００４０】
　一方、管理用コンピュータ５０は、主制御部５１と、行動判定管理部５２と、データ蓄
積部５３と、モデル記憶部５４と、表示部５５と、入出力インタフェイス５６とを備えて
いる。主制御部５１は、管理用コンピュータ５０を統括的に制御する。行動判定管理部５
２は、データ蓄積部５３と、モデル記憶部５４とともに、行動判定計１０と同様の機能を
実行する。
【００４１】
　まず、ユーザは、行動判定計１０と管理用コンピュータ５０とを通信可能な状態に設定
する。より具体的には、行動判定計１０及び管理用コンピュータ５０の各入出力インタフ
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ェイス１６、５６は、例えば、ＵＳＢインタフェイスを備えており、ＵＳＢインタフェイ
スを備えており、ＵＳＢ規格による通信が可能となっている。
【００４２】
　行動判定管理部５２は、行動判定計１０から判定履歴データを取得し、データ蓄積部５
３に蓄積する。このとき、判定履歴データは、行動判定計１０の個体識別をする認証コー
ドに関連づけて記憶されてもよい。そして、同じ認証コードのデータが、データ蓄積部５
３において蓄積されているデータに付加される。このとき、データ蓄積部５３に複数の行
動判定計１０のデータが存在する場合、ユーザから指定を受けてもよいし、認証コードと
一致するデータが更新されるようになっていてもよいし、両方の認証処理がなされてもよ
い。
【００４３】
　そして、管理用コンピュータ５０ではユーザの操作を受けて、行動判定管理部５２が判
定履歴データをもとに、総消費エネルギと各活動のエネルギを算出する。算出結果は、上
述の活動の種類の割合、消費エネルギを算出結果を消費エネルギ履歴データとしてデータ
蓄積部５３に蓄積する。
【００４４】
　つづいて、行動判定管理部５２は、ユーザの操作を受けて、第１の実施形態で示したよ
うに、各活動の消費エネルギの算出、各活動の累積時間、活動時間の種類別構成比を算出
し、さらに、活動年齢、肥満活動指数を算出する。そして、算出結果は、表示部５５に表
示される。
【００４５】
　なお、行動判定計１０が、加速度センサ２０の計測データを蓄積する構成の場合、行動
判定管理部５２は、その計測データを取得してデータ蓄積部５３に記録してもよい。そし
て、データ蓄積部５３は、その計測データをもとに、ユーザの活動を「座位」「立位」「
歩行」「運動」「家事活動」の５種類に類別し、上述同様に、各活動の消費エネルギの算
出、各活動の累積時間、活動時間の種類別構成比を算出し、さらに、活動年齢、肥満活動
指数を算出する。そして、モデル記憶部５４は、各種パターン（標準的パターンや肥満パ
ターン、年代別パターン）などについて、行動判定計１０よりも多くのパターンを備えて
おり、行動判定管理部５２は、ユーザの体型、年齢、性別などを考慮にして、比較対象と
なる基準パターンの選択可能としてもよい。
【００４６】
　そして、表示部５５に各算出結果を表示するときに、グラフィック表示や、基準となる
モデルを並列にして表示すれば、より、ユーザ自身の活動状態の把握が容易となる。また
、行動判定管理部５２は、上記機能の他に、例えば、行動判定計１０から取得したデータ
の修正を可能としてもよい。例えば、ユーザは、激しい運動をする場合や水泳をする場合
などにおいて行動判定計１０を外すときもある。そこで、行動判定管理部５２が、活動の
種類を時系列で表示し、期間と行動の種別の修正を受け付ける。このような機能を備える
ようにすることで、ユーザの活動量の算出精度が向上できる。
【００４７】
　さらに、図９に示すように、管理用コンピュータ５０は、ネットワーク回線９０を介し
て所定のアプリケーションサーバ４０と接続される場合、アプリケーションサーバ４０は
、例えば、ユーザデータ管理部４１と、ユーザデータ入出力部４２と、モデル記憶部４３
と、ユーザデータ蓄積部４４とを備える。
【００４８】
　ユーザデータ管理部４１は、管理用コンピュータ５０からの接続を制御し、管理用コン
ピュータ５０からのリクエスト指示に基づいて処理を実行する。ユーザデータ入出力部４
２は、管理用コンピュータ５０の認証処理やデータの入出力制御を行う。モデル記憶部４
３は、各種パターン（標準的パターンや肥満パターン、年代別パターン）を記憶しており
、管理用コンピュータ５０へ送信可能となっている。また、ユーザデータ蓄積部４４には
、管理用コンピュータ５０を介して、または行動判定計１０から直接に、多くのユーザか
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らデータを取得し、蓄積する。このような構成の場合、ユーザはネットワーク上で自身の
活動量を管理できる。
【００４９】
　例えば、行動判定計１０の機能が、携帯電話などに搭載される場合を想定する。近年、
携帯電話には、モーションセンサなどの３次元センサ（３軸加速時計）が搭載される製品
がある。このような場合、活動量を算出するアプリケーションを搭載することで、携帯電
話を行動判定計１０として機能させることができる。さらに、携帯電話の通信機能を利用
して、アプリケーションサーバ４０に接続し、ユーザの活動量の管理、アプリケーション
のバージョンアップが容易にできる。また、所定時間までの肥満活動指数を算出し、行動
判定計１０が携帯電話の機能を利用して、例えば、肥満活動指数が高い場合に携帯電話の
小型ディスプレイの色を赤色に表示させたりしてもよい。これによって、ユーザに運動を
促すことができる。
【００５０】
　また、行動判定計１０と体組成計７０とが連携可能な構成の場合、体組成計７０は、行
動判定計１０の計測結果または判定結果を取得し、体組成計７０が計測した体重や体脂肪
率、筋肉量とともに一括して管理することで、ユーザの身体健康管理がより効果的に実行
できる。さらに、体組成計７０が管理用コンピュータ５０やアプリケーションサーバ４０
と連携可能であれば、ユーザの身体健康管理がより一層詳細にかつ効果的に行える。また
、行動判定計１０と他の装置（アプリケーションサーバ４０、管理用コンピュータ５０、
体組成計７０）との各種データの授受に、記憶領域を備える認証用キー装置が使用されて
もよい。
【００５１】
　＜第３の実施形態＞
　本実施形態では、上記の実施形態の判別精度を向上させるために、行動判定計１１０に
新たに図１４で後述の角速度センサ（２軸ジャイロスコープ）２５を追加し、加速度セン
サ２０の計測データの他に、角速度センサ２５の計測データを利用して、ユーザの行動を
判別する。具体的には、上記では図７のフローチャートに従いユーザの活動を５種類に類
別したが、本実施形態は、「家事活動」をさらに２種類に分けて判別して、最終的に「座
位」「立位」「運動」「歩行」「日常活動動作」「デスクワーク」の６種類にユーザの活
動を類別する。
【００５２】
　まず、「家事活動」を「日常活動動作」と「デスクワーク」とに類別する手法について
説明する。ここでは、（１）座位と立位、（２）歩行と走行、（３）歩行と家事活動（掃
除機かけ）、（４）座位とデスクワーク、の４種類の違いについて検証したので説明する
。図１０に、５種類の状態について加速度センサ２０と角速度センサ２５の計測結果を時
系列に示す。図１０（ａ）は「座位」、図１０（ｂ）は「立位」、図１０（ｃ）は「座位
（椅子にもたれた状態）」、図１０（ｄ）に「歩行」、図１０（ｅ）に「家事活動（掃除
機かけ）」の条件のデータを示している。なお、計測におけるサンプリング周波数は３２
Ｈｚ、行動判定計１１０は、左胸に固定した。なお、前後方向の加速度を「ａｃｃ－ｘ」
、鉛直方向の加速度を「ａｃｃ－ｚ」、左右方向の加速度を「ａｃｃ－ｙ」で示している
。また、水平方向の角速度を「ｊｙａ－ｘ」、鉛直方向の角速度を「ｊｙａ－ｚ」で示し
ている。
【００５３】
　（１）座位と立位の違いについて
　人は、一般に、安静座位の時は安静立位と比較して前傾になる傾向があり、下向きにか
かる重力加速度が鉛直方向（ａｃｃ－ｚ）と前方向（ａｃｃ－ｘ）に分解される（図１０
（ａ）及び（ｂ）参照）。また、座位の場合椅子などにもたれると、下向きの重力加速度
は、詳細に見ると鉛直方向（ａｃｃ－ｚ）と後方向（ａｃｃ－ｘ）に分解される（図１０
（ｃ）参照）。以上のことから、前後方向加速度（ａｃｃ－ｘ）と鉛直方向加速度（ａｃ
ｃ－ｚ）との比により座位と立位が判別可能であることが確認できた。なお、ＦＦＴ解析
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を用いた揺らぎの観点で判別する手法もあるが、前後方向加速度（ａｃｃ－ｘ）と鉛直方
向加速度（ａｃｃ－ｚ）との比を用いる手法と比べ、判別精度に改善の余地がある。
【００５４】
　（２）歩行と走行の違いについて
　同速度で歩行・走行を行うとピッチ及び振幅の変動が見られる。図１１に示すように、
同速度・同ピッチで歩行及び走行を行ったところ、走行のときに振幅が大きくなることが
確認できた。このことから、ピッチと振幅の積を用いることで、歩行と走行が判別できる
。また、ピッチと振幅の積に身体情報である身長を掛けることにより、判別精度を向上さ
せる可能性がある。一般に、歩行から走行に移行すると加速度値が劇的に増加してしまう
。図１２に歩行時及び走行時における推定消費エネルギと実測消費エネルギの関係を示し
ている。ここで走行時における推定消費エネルギは、歩行時における推定消費エネルギの
算出式を用いている。このように、走行時において、実測消費エネルギ量に対して、推定
式が大幅に過大評価してしまうという課題がある。そこで歩行又は走行の判別を行ない、
歩行と走行で別々の推定式又は補正式を用いることで、消費エネルギの算出精度を向上さ
せることができる。
【００５５】
　（３）歩行と家事活動の違いについて
　図１０（ｄ）及び（ｅ）で示すように、図１０（ｄ）の歩行では周期的な加速度の変化
及び角速度の変化を示すのに対し、図１０（ｅ）の掃除機かけ（家事活動）では非周期的
な加速度の変化及び角速度の変化を示す。ここで、角速度の変動係数は歩行のとき０．０
４４であり、掃除機かけ（家事活動）のとき０．１４９であった。したがって、加速度及
び角速度の変動係数を用いることで、歩行と家事活動との判別を精度良く行うことができ
る。
【００５６】
　（４）座位とデスクワークの違いについて
　図１３に、デスクワークと座位（安静）の測定結果を時系列連続して示している。図示
のように、デスクワークの状態では、非周期的な加速度変化及び角速度変化が見られるが
、座位の状態では、非周期的な変化は見られない。なお、加速度変化に関しては、実際に
は微小であり、乗り物等の揺れを検出しないように設定される現在の閾値以下の値となる
ため、静止状態と判断されてしまうので、角速度の閾値を適切に設定することによりデス
クワークと座位（安静）とを区別できる。
【００５７】
　以上の知見をもとに、「座位」「立位」「運動」「歩行」「日常活動動作」「デスクワ
ーク」の６種類にユーザの活動を類別する行動判定計１１０および類別判断の処理につい
て以下に説明する。
【００５８】
　図１４は、本実施形態に係る行動判定計１１０の概略構成を示す機能ブロック図である
。上述したように、この行動判定計１１０は、第１の実施形態の行動判定計１０に、２軸
の角速度センサ２５を追加したものである。追加構成以外は同一であるので、同一構成及
びその動作等については説明を省略する。
【００５９】
　角速度センサ２５は、水平方向及び鉛直方向への各動きの角速度を計測する。より具体
的には、角速度センサ２５は、所定のサンプリング周期で主制御部１１に出力する。そし
て、演算部１２は主制御部１１を介して角速度センサ２５の出力を取得して、所定期間の
変動係数を算出する。ここで便宜的に、ｘ成分角速度の変動係数をｘ成分変動係数ＣＶｘ
、ｙ成分角速度の変動係数をｙ成分変動係数ＣＶｙとする。
【００６０】
　つぎに、上記構成による類別判断処理について図１５のフローチャートをもとに説明す
る。このフローチャートの処理は、図７のフローチャートにおいて、Ｓ１０の処理でデー
タの読み込み対象として角速度センサ２５の出力を追加し、Ｓ１２の処理で変動係数ＣＶ
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ｘ、ＣＶｙの算出を追加している。さらに、３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが２００カウン
ト未満である場合（Ｓ２２のＹ）の処理（Ｓ２６～Ｓ３０）を以下の説明のように置き換
えたものである。したがって同一の処理については説明を適宜省略する。
【００６１】
　行動判定計１０がオンの状態において、主制御部１１は、加速度センサ２０（Ｘ軸加速
度センサ２１、Ｙ軸加速度センサ２２、Ｚ軸加速度センサ２３）の計測データ及び角速度
センサ２５の計測データを読み込み、記憶部１３に保持する（Ｓ１０ａ）。
【００６２】
　つづいて、演算部１２が、水平成分加速度Ａｈ、鉛直成分加速度Ａｖ、３軸合成加速度
Ａｔｏｔａｌ、ｘ成分変動係数ＣＶｘ及びｙ成分変動係数ＣＶｙを算出する（Ｓ１２ａ）
。そして、Ｓ１２ａにつづいて、Ｓ１４、Ｓ１６、Ｓ１８、Ｓ２０、Ｓ２２の処理がなさ
れる。Ｓ２２の処理で３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが２００カウント以上の場合（Ｓ２２
のＮ）、Ｓ２４の処理がなされる。
【００６３】
　つぎに、３軸合成加速度Ａｔｏｔａｌが２００カウント未満である場合（Ｓ２２のＹ）
、本実施形態で特徴的な処理（Ｓ２５ａ～Ｓ２９ａ）がなされる。具体的には、行動判別
部３１は、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつ水平方向の角速度変動係数
であるｘ成分変動係数ＣＶｘが１未満であるか否かを判断する（Ｓ２５ａ）。水平／鉛直
成分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつｘ成分変動係数ＣＶｘが１未満である場合（Ｓ２
５ａのＹ）、行動判別部３１は、ユーザの活動状態が「歩行」の状態にあると判断する（
Ｓ２６ａ）。
【００６４】
　水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつ水平方向の角速度変動係数であるｘ
成分変動係数ＣＶｘが１未満である条件を満たさないとき（Ｓ２５ａのＮ）、行動判別部
３１は、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつ鉛直方向の角速度変動係数で
あるｙ成分変動係数ＣＶｙが１以上であるか否かを判断する（Ｓ２７ａ）。水平／鉛直成
分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつｙ成分変動係数ＣＶｙが１以上である場合（Ｓ２７
ａのＹ）、行動判別部３１は、ユーザの活動状態が「デスクワーク」の状態にあると判断
する（Ｓ２８ａ）。水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつｙ成分変動係数Ｃ
Ｖｙが１以上である条件を満たさないとき（Ｓ２７ａのＮ）、行動判別部３１は、ユーザ
の活動状態が「日常生活動作」の状態にあると判断する（Ｓ２９ａ）。
【００６５】
　そしてＳ１８、Ｓ２０、Ｓ２４、Ｓ２６ａ、Ｓ２８ａ、Ｓ２９ａの処理において判定結
果が出ると、行動判別部３１の判定結果が、日付及び時刻情報に関連づけて記憶部１３に
判定履歴データとして記憶し蓄積される（Ｓ３２）。
【００６６】
　なお、Ｓ２５において、水平／鉛直成分比Ａｈ／Ａｖが５未満であり、かつｙ成分変動
係数ＣＶｙが１未満である場合（Ｓ２５ａのＹ）に、そのまま直ぐに「歩行」の状態であ
ると判断せずに、歩行速度及び歩行ピッチをもとに、「歩行」または「走行」の状態が類
別されてもよい。歩行速度及び歩行ピッチは、加速度センサ２０の計測結果より容易に算
出が可能である。この場合、演算部１２は、Ｓ１２の処理において、歩行速度及び歩行ピ
ッチを算出する。
【００６７】
　以上、本発明を実施形態をもとに説明した。この実施形態は例示であり、それらの各構
成要素や各処理プロセスの組合せにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例
も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。例えば、各構成要素を機
能ブロックとして説明したが、当然に、各構成要素の機能は、共通のＣＰＵやメモリ等に
より、各機能の処理のプログラムを実行することにより発揮されてもよく、特に限定する
ものではないことは、当業者に理解されるところである。
【符号の説明】
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【００６８】
１０、１１０　行動判定計
１１　主制御部
１２　演算部
１３　記憶部
１４　操作部
１５　表示部
１６　入出力インタフェイス
２０　加速度センサ
２１　Ｘ軸加速度センサ
２２　Ｙ軸加速度センサ
２３　Ｚ軸加速度センサ
２５　角速度センサ
３０　判定部
３１　行動判別部
３２　活動年齢算出部
３３　肥満活動指数算出部
３４　活動量算出部
４０　アプリケーションサーバ
４１　ユーザデータ管理部
４２　ユーザデータ入出力部
４３　モデル記憶部
４４　ユーザデータ蓄積部
５０　管理用コンピュータ
５１　主制御部
５２　行動判定管理部
５３　データ蓄積部
５４　モデル記憶部
５５　表示部
５６　入出力インタフェイス
７０　体組成計
９０　ネットワーク回線
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